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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策
定�

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
加
入
区
の
変
更�

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
の
認
可�

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
三
件
）�
（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出�

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公

告

〇
令
和
二
年
度
自
衛
官
候
補
生
の
募
集�

（
市
町
村
課
）　
　

四

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
地
籍
調
査

事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
地
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

地　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

福
美
町
等
四
単
位
区
域

外
浜
等
二
単
位
区
域

白
石
市

字
兎
作
等
九
単
位
区
域

沢
端
町
等
八
単
位
区
域

字
北
町
裏
等
三
単
位
区
域

字
延
命
寺
北
等
四
単
位
区
域

字
柳
川
原
等
六
単
位
区
域

字
上
堰
等
八
単
位
区
域

大
崎
市

古
川
小
泉
字
泉
等
三
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
沼
田
頭
等
二
単
位
区
域

古
川
斎
下
字
切
替
等
十
単
位
区
域

川
崎
町

畑
平
等
二
単
位
区
域

下
田
山
等
四
単
位
区
域

小
屋
沢
等
二
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
に
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
三
十
九
年

宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号
（
加
入
指
定
に
関
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の
名
称

加

入

区

の

区

域

新

旧

気
仙
沼
加
入
区

気
仙
沼
市
一
円

気
仙
沼
市
旧
気
仙
沼
町
一
円

石
巻
市
加
入
区

石
巻
市
一
円

石
巻
市
一
円
、
但
し
旧
渡
波
町
、
旧
荻

浜
村
、
釜
を
除
く
。

河
北
町
大
川
加
入
区

石
巻
市
長
面
、
尾
崎
、
二
子
、
小
船
越

一
円

石
巻
市
長
面
・
尾
ノ
崎
一
円

閖
上
加
入
区

名
取
市
一
円

名
取
市
閖
上
一
円

仙
台
市
加
入
区

仙
台
市
一
円

仙
台
市
一
円
及
び
多
賀
城
市
大
代
地
区

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

�　

名
取
市
下
増
田
字
屋
敷
一
八
六
の
一
、
一
八
七
、
一
八
七
の
一
、
一
八
八
、
一
八
九
、
一
九
〇
の
二
、
一
九
三
、

一
九
五
、
一
九
八
の
一
、
一
九
八
の
二
、
一
九
九
の
三
、
一
九
九
の
六
、
二
〇
〇
、
二
〇
四
、
二
〇
四
の
一
、
二
〇

七
、
二
〇
八
、
二
一
八
の
七
、
二
一
八
の
一
二
か
ら
二
一
八
の
一
四
ま
で
、
二
一
八
の
一
六
か
ら
二
一
八
の
二
一
ま

で
、
二
一
八
の
二
三
、
二
二
五

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
名
取
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
大
土
七
の
一
三
、
七
の
九
九
か
ら
七
の
一
〇
一
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
大
土
七
の
一
三
・
七
の
一
〇
〇
・
七
の
一
〇
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

亘
理
郡
山
元
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
山
元
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
の
解
散
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
新
中
道
土
地
区
画
整
理
組
合
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二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀨
字
新
河
原
四
十
二
番
地

三　

解
散
事
由

　
　

事
業
の
完
成

四　

解
散
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
花
渕
浜
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

七
ヶ
浜
町

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
東
宮
浜
字
丑
谷
辺
五
番
地
の
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
三
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

　

仙
台
東
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
四
月
十
三
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山

口

浩

徳　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

　

仙
台
市
大
倉
川
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
六
月
五
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山

口

浩

徳　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
七
ヶ
浜
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
六
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山

口

浩

徳　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
田
北
部
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

所　

長　
　

佐

藤

　

靖　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

及　

川　

満　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
菱
ノ
倉
百
六
番
地
六

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

伊　

藤　

久　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
久
保
百
九
十
三
番

地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

英　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
二
百
二
十
一
番

地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

髙　

橋　

弘　

志

登
米
市
迫
町
新
田
字
飯
島
九
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

栄　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
二
十
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

川　

崎　

健　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
井
守
沢
二
百
九
番
地

八
十
四

理

事
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令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

及　

川　

徳　

浩

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
崎
二
百
四
十
五
番

地
十
八

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

富　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
百
四
十
五
番
地

監

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

政　

弘

登
米
市
迫
町
新
田
字
菱
ノ
倉
四
十
一
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

伊　

藤　

昭　

博

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
百
四
十
二
番

地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

孝　

喜

登
米
市
迫
町
新
田
字
錠
穴
六
十
九
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

公　

司

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
三
十
番
地
一

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

及　

川　

満　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
菱
ノ
倉
百
六
番
地
六

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

伊　

藤　

久　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
久
保
百
九
十
三
番

地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

英　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
二
百
二
十
一
番

地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

弘　

志

登
米
市
迫
町
新
田
字
飯
島
九
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

栄　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
二
十
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

川　

崎　

健　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
井
守
沢
二
百
九
番
地

八
十
四

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

及　

川　

徳　

浩

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
崎
二
百
四
十
五
番

地
十
八

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

己
年
夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
境
田
二
十
六
番
地

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

元　

昭

登
米
市
迫
町
新
田
字
錠
穴
十
八
番
地
十
六

理

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

富　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
百
四
十
五
番
地

監

事

令
和
二
年
五
月
三
十
日

相　

馬　
　
　

好

登
米
市
迫
町
新
田
字
下
品
ノ
浦
九
十
番
地

監

事

公

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
採
用
す
る
隊
員
の
募
集
期

間
、
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

自
衛
官
候
補
生

二　

募
集
期
間

　

㈠　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
（
金
）
ま
で

　

㈡　

令
和
二
年
七
月
三
日
（
金
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　

㈠　

令
和
二
年
六
月
二
十
七
日
（
土
）・
二
十
八
日
（
日
）（
内
一
日
を
指
定
）

　

㈡　

令
和
二
年
七
月
十
八
日
（
土
）・
十
九
日
（
日
）（
内
一
日
を
指
定
）

　
　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
三
日
（
木
）・
二
十
四
日
（
金
）（
内
一
日
を
指
定
）

　
　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）・
二
十
八
日
（
火
）（
内
一
日
を
指
定
）

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
、
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

受
験
案
内
に
よ
り
通
知
す
る
。

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

気
仙
沼
市
波
路
上
瀬
向
九
番
一
の
一
部
、
九
番
七
十

四
、
九
番
七
十
五
、
九
番
七
十
六
、
九
番
七
十
七
、
九
番

七
十
八
、
九
番
九
十
九
の
一
部
、
九
番
百
十
二
、
九
番
百

十
三
、
九
番
百
十
四
、
九
番
百
十
五
、
九
番
百
十
七
の
一

部
、
九
番
百
二
十
四
、
九
番
百
二
十
五
、
九
番
百
二
十
六
、
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七
十
六
番
二
十
二
の
一
部
、
七
十
六
番
二
十
三
、
七
十
六

番
二
十
四
、
七
十
六
番
二
十
八
の
一
部
、
七
十
六
番
三
十

二
、
七
十
六
番
三
十
六
、
九
番
七
十
五
地
先
道
の
一
部
、

七
十
六
番
三
十
六
地
先
堤
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

気
仙
沼
市
南
町
四
丁
目
一
番
十
一
号

�

株
式
会
社　

小
野
良
組　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
五
丁
目
五
番
十
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
佐
沼
一
丁
目
三
番
十
二

�

株
式
会
社
太
田
組　
　
　
　
　
　


